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  貸        借        対        照       表

            （平 成 ３０ 年 　１２　月 ３１ 日 現 在）

科               目 金               額 科               目 金               額

（ 資  産  の  部 ） 百万円 （ 負  債  の  部 ） 百万円

  流    動   資   産   流    動    負    債
現 金 及 び 預 金 買 掛 金

割 賦 売 掛 金 信 用 保 証 買 掛 金

信用保証割賦売 掛金 短 期 借 入 金

流 動 化 受 益 債 権 一年以内返済予定の

前 払 費 用 長 期 借 入 金

未 収 収 益 コマーシャルペーパー

未 収 入 金 未 払 金

繰 延 税 金 資 産 未 払 法 人 税 等

そ の 他 未 払 費 用

貸 倒 引 当 金 △ 32,392 預 り 金

割 賦 利 益 繰 延

  固   定   資   産 前 受 収 益

 有  形  固  定  資  産 賞 与 引 当 金

建物及び建物附属設備 債務保証損失引当金

器 具 備 品 ポ イ ン ト 引 当 金

土 地 そ の 他

建 設 仮 勘 定

  固    定    負    債
 無  形  固  定  資  産 長 期 借 入 金

ソ フ ト ウ ェ ア 利息返還損失引当金

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 預 り 保 証 金

の れ ん 資 産 除 去 債 務

電 話 加 入 権 退 職 給 付 引 当 金

 投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

固 定 化 営 業 債 権

関 係 会 社 出 資 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 資 本 準 備 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産 そ の 他 利 益 剰 余 金

貸 倒 引 当 金 △ 7,589 繰 越 利 益 剰 余 金

資    産    合    計 負 債 ・純 資 産 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

 評 価・換 算 差 額 等

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

純　資　産　合　計

負    債    合    計

（ 純　資　産　の　部 ）

 株　　主　　資　　本
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金                         額

     営     業     収     益

営       業       利       益

     営   業   外   収   益

     営   業   外   費   用

経         常         利         益

△ 854

百万円　

科                    目

金 融 収 益

リ ー ス 売 上 原 価

過 年 度 法 人 税 等

百万円　

雑 収 入

包括信用購入あっせん収益

支 払 利 息

そ の 他

損       益       計       算       書

平 成 ３０ 年 　１ 月 　１ 日 か ら
平 成 ３０ 年 １２ 月 ３１ 日 ま で

そ の 他 の 収 益

個別信用購入あっせん収益

信 用 保 証 収 益

リ ー ス 売 上 利 益

リ ー ス 売 上 収 入

融 資 収 益

受 取 配 当 金

そ の 他

合 計

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

金 融 費 用

     営     業     費     用

投 資 有 価 証 券 評 価 損

合 計

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

雑 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税、 住民 税及 び事 業税

     特     別     損     失

     特     別     利     益
投 資 有 価 証 券 売 却 益
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資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

百万円 百万円 百万円 百万円 

平成30年1月1日残高

当期変動額

　剰余金の配当 △10,000 △10,000 

　当期純利益

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

平成30年12月31日残高

評価・換算
差　額　等

百万円 百万円 

平成30年1月1日残高

当期変動額

　剰余金の配当 △10,000 

　当期純利益

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

平成30年12月31日残高

純資産合計そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

株主資本合計

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平 成 ３０ 年　 １ 月 　１ 日 か ら
平 成 ３０ 年 １２ 月 ３１ 日 ま で

株主資本

資本金
資本準備金
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【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの···············決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

時価のないもの···············移動平均法による原価法

子会社株式·····················移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用仕掛不動産････････････････個別法（貸借対照表価額は収益の低下に基づく簿価の切下

げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産·········定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び建物附属設備 ３年 ～ 年

器 具 備 品 ２年 ～ 年

無 形 固 定 資 産·········定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 社内における見込利用可能

期間（３年～ 年）

の れ ん 年

３．引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金·········債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

賞 与 引 当 金·········従業員の賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度

の負担すべき金額を計上しております。

債務保証損失引当 金·········債務保証に係る損失に備えるため、損失発生見込額を計上

しております。

利息返還損失引当 金·········将来の利息返還損失に備えるため、合理的見積り期間に係

る利息返還請求件数の返還実績率、平均返還額等を勘案し、

将来返還が見込まれる額を計上しております。

ポ イ ン ト 引 当 金·········将来の楽天スーパーポイントサービス制度の利用による

費用負担に備えるため、翌事業年度以降に利用されると

見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金·········従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付

債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ

っています。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

個 別 注 記 表
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年）による定額法により按分した額を発生の翌事業年度か

ら費用処理しております 。

４．収益の計上基準

収益の計上基準は、次の方法によって部門別に計上しております。

（ア）顧客手数料

包括信用購入あっせん·····主として残債方式

個別信用購入あっせん·····７・８分法

信 用 保 証·············残債方式

融 資·············残債方式

残 債 方 式·············元本残高に対して所定の料率で利息等を算出し、期日経過

のつど収益に計上する方法。

７・８分 法·············手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日到来のつど積

数按分額を収益に計上する方法。

（イ）加盟店手数料

債権債務認識時に一括して収益計上しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

計算書類の作成方法について

当社の計算書類は、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」（平成 年総理府令・

大蔵省令第 号）に基づき作成しております。また、「クレジット産業に係る会計基準の標準

化について」（通商産業省通達 産局第 号）及び「信販会社の損益計算書における金融費

用の表示について」（日本公認会計士協会 信販・クレジット業部会 部会長報告）の趣旨に

基づき作成しております。

ヘッジ会計の方法

（ア）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用して

おります。

（イ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段······ 金利スワップ

ヘッジ対象······ 借入金

（ウ）ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っております。

（エ）ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップ取引については特例処理によっているため、有効性の評価を省略しており

ます。

(3)不動産の取得や開発プロジェクト等において、  に対し匿名組合出資をしている場合があ

ります。当社は、 に対する匿名組合出資の全部を保有している場合は、組合財産の全部

を貸借対照表に計上し、損益計算書についても同様に処理しております。

(4)意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産の取得、建設又は製造に

直接起因して発生した借入コストは、資産計上しております。

(5)消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。
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【貸借対照表に関する注記】

１．割賦売掛金

部 門 別 期 末 残 高

包括信用購入あっせん

個別信用購入あっせん

融 資

百万円

計

割賦売掛金の流動化により、包括信用購入あっせん部門の当期末残高が 百万円減少してお

ります。なお、上記割賦売掛金合計額には固定化営業債権が含まれております。

２．割賦利益繰延

部 門 別 前期末残高 当期受入額 当期実現額 当期末残高

包括信用購入あっせん

個別信用購入あっせん

百万円 百万円 百万円 百万円

計

３．その他流動資産には棚卸資産（販売用仕掛不動産）が含まれております。

４．有形固定資産の減価償却累計額 百万円

５．関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権 百万円

短期金銭債務 百万円

６．コミットメントライン契約

貸出コミットメントライン契約

割賦売掛金には、クレジットカードに附帯するキャッシング及びカードローンに対しての貸付

金が含まれております。なお、当該貸付金については、貸出契約の際に設定した額（契約限度

額）のうち、当社が与信した額（利用限度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うことができる

契約となっております。当該契約に係る融資未実行残高は、以下のとおりです。

貸出コミットメントラインの総額

貸出実行残高

百万円

百万円

未実行残高 百万円

なお、上記貸出コミットメント契約においては融資実行されずに終了するものもあり、

かつ、利用限度額についても当社が任意に増減させることができるものであるため、

融資未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。

借入コミットメントライン契約

運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結してお

ります。

なお、当該借入枠は 百万円で、借入実行残高はありません。
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７．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

土地

建設仮勘定

百万円

百万円

合 計 百万円

担保に係る債務

長期借入金 百万円

８．債権流動化

債権を流動化したことにより調達した資金のうち、金融取引として会計処理したものについては、

短期借入金 百万円、一年以内返済予定の長期借入金 百万円、長期借入金

百万円であり、当該債権流動化による資金調達の裏付けとして信託拠出した債権は、割賦売掛金

百万円であります。

９ 保証債務

信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金に含まれない

回収代行を伴わない保証取引の残高 百万円

子会社に対する親会社保証 百万円

債務保証損失引当金 百万円

差 引 百万円

．不良債権の状況

破綻先債権

延滞債権

３ヵ月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

百万円

百万円

百万円

百万円

合 計 百万円

破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった

債権（以下「未収利息不計上債権」という。）のうち、破産債権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。

延滞債権とは、未収利息不計上債権のうち破綻先に該当しない債権等であります。ただし、債

務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払猶予等、債務者に有利となる取

決めを行った債権を除いております。

３ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が３ヵ月以上遅延している債権で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、利息の支払猶

予等、債務者に有利となる取決めを行った債権であります。

．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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【損益計算書に関する注記】

１．部門別取扱高

部 門 別 取 扱 高 （うち元本取扱高）

包括信用購入あっせん

個別信用購入あっせん

信 用 保 証

融 資

リ ー ス

そ の 他

百万円 百万円

計

２．関係会社との取引高

営業取引による取引高

営 業 収 益 百万円
営 業 費 用 百万円

３．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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【株主資本等変動計算書に関する注記】

１．当事業年度の末日における発行済株式の数 株

２．当社が保有する自己株式はありません。

３．配当に関する事項

配当金支払額

決議
株式の

種 類

配当金の

総 額

株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成 年 月 日

定時株主総会
普通株式 百万円 円

平成 年

月 日

平成 年

月 日
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【税効果会計に関する注記】

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 百万円

貸倒引当金限度超過額

賞与引当金

債務保証損失引当金

未払費用

繰延消費税

ストックオプション負担金

その他

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産・負債の純額
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【金融商品に関する注記】

１．金融商品の状況に関する事項

当社は信販事業（包括信用購入あっせん事業（クレジットカード事業）、個別信用購入あっせん

事業、信用保証事業、融資事業）を営んでおります。資金運用については短期的な預金等に限定

し、銀行等金融機関からの借入のほか、コマーシャルペーパーの発行、債権流動化による直接金

融により資金を調達しております。

割賦売掛金に係る顧客の信用リスクは、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒

されております。

借入金の使途は運転資金 主として短期 及び設備投資資金 長期 であり、一部の長期借入金の金

利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、

デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時

価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ

リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成 年 月 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

貸借対照表計上額 時価 差額

百万円 百万円 百万円

現金及び預金 －

営業債権

貸倒引当金 △

未収入金 －

固定化営業債権

貸倒引当金 △

－

資産計

買掛金 －

短期借入金 －

コマーシャルペーパー －

未払金 －

預り金 －

長期借入金

負債計

保証債務 －

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているもの －

注 営業債権には、割賦売掛金及び流動化受益債権が含まれております。

（内訳）

割賦売掛金 百万円

流動化受益債権 百万円

合計 百万円

長期借入金には、一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。

保証債務残高及び債務保証損失引当金については、貸借対照表注記９に記載しておりま

す。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については（ ）で表示しております。

金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

①現金及び預金

現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。
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②営業債権

営業債権は、商品種類や対象顧客に基づく類似のキャッシュ・フローを生み出すと考えられ

る単位毎に、将来キャッシュ・フローを市場が要求する期待収益率で割り引くことにより時

価を算定しております。なお、残存期間が一年以内のものは、短期間で決済されるため、時

価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③未収入金

未収入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

④固定化営業債権

回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定していることから、時価は決算日の貸借対照表価額

から貸倒引当金を控除した金額としております。

⑤買掛金

買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

⑥短期借入金

短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

⑦コマーシャルペーパー

コマーシャルペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

⑧未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

⑨預り金

預り金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

⑩長期借入金

長期借入金の時価については、借入毎に区分を行い算定しております。変動金利によるもの

は短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないため、

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるも

のは、将来キャッシュ・フローを市場が要求する期待収益率で割り引くことにより時価を算

定しております。流動化スキームに係る長期借入金の時価については、同様の新規借入を行

った場合に想定される利率で割り引くことにより時価を算定しております。なお、残存期間

が一年以内のものは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。また、金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金

（「⑫デリバティブ取引」参照）については、その金利スワップ前の変動金利として時価を

算定しており、当該帳簿価額によっております。

⑪保証債務

契約上の保証料の将来キャッシュ・フローを算定し、債務者の信用リスク等を控除したもの

を現在価値に割り引く方法により時価を算定しております。

⑫デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
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【デリバティブ取引に関する注記】

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当なし

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

ヘッジ会計の方法 取引の種類
主な

ヘッジ対象

契約額等 うち１年超 時価

百万円 百万円 百万円

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動
長期借入金 △

注    時価の算定方法 
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

【関連当事者との取引に関する注記】

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等

の名称

議決権等の所有

被所有 割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

百万円
科 目

期末残高

百万円

親会社 楽天㈱
被所有

直接 ％

資金の調達

役員の兼任

支払ﾎﾟｲﾝﾄ付与料

未払金

ﾎﾟｲﾝﾄ引当金

加盟店売上 買掛金

（取引条件及び取引条件の決定方法）

注 支払ポイント付与料

支払ポイント付与料は、カード利用者及びカード会員入会者に対しポイント付与を行った

対価の金額に基づき、双方協議の上決定しております。

取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．子会社及び関連会社

属性
会社等

の名称

議決権等の所有

被所有 割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

百万円
科 目

期末残高

百万円

子会社

楽天

ｶｰﾄﾞ

ｻｰﾋﾞｽ㈱

所有

直接 ％

収納業務の

委託

役員の兼任

収納代行

未収入金

業務委託手数料

取引条件及び取引条件の決定方法

注 口座振替手数料の実額に基づき、楽天カードサービス株式会社との協議の上決定しており

ます。

取引金額には消費税等が含まれておりません。
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３．兄弟会社等

属性
会社等

の名称

議決権等の所有

被所有 割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

百万円
科 目

期末残高

百万円

親会社の

子会社
楽天銀行㈱ なし

債務保証

業務委託

資金の調達

役員の兼任

債務保証

保証料収入 未収収益

支払利息 未払費用

債権の流動化

ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ債権

短期借入金

一年以内

返済予定の

長期借入金

長期借入金

親会社の

子会社
楽天信託㈱ なし

金銭債権

の信託
金銭信託

流動化

受益債権

（取引条件及び取引条件の決定方法）

注 保証料収入

保証料収入は、一般的に採用される保証料率を勘案し、双方協議の上、決定しております。

支払利息

支払利息は、長期借入金に関する支払利息であり、市場金利を勘案し信託契約条項に基づ

き料率を決定しております。

債権の流動化 オンバランス債権

債権の流動化 オンバランス債権 は、ＡＢＬ方式による資金調達の為の割賦売掛金であり

ます。
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【１株当たり情報に関する注記】

１．１株当たり純資産額 円 銭

２．１株当たり当期純利益 円 銭
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【重要な後発事象に関する注記】

（子会社の借入に係る債務保証）

当社は、平成 年 月 日開催の取締役会において、当社子会社である台灣樂天信用卡股份

有限公司の短期借入に係る債務保証を決議いたしました。

１．債務保証の目的

台灣樂天信用卡股份有限公司が株式会社みずほ銀行の短期借入枠を設定継続することを目的

としております。

２．債務保証の状況

債務者 台灣樂天信用卡股份有限公司

所在地 台北市中山區民生東路３段 號７樓

事業内容 クレジットカード及び附帯するサービス

代表者の役職・氏名 董事長兼總經理 石井 英治

設立年月日 平成 年６月 日

借入枠設定先 株式会社みずほ銀行台北支店

借入枠 百万新臺幣

債務保証期間 平成 年１月 日～平成 年１月 日

保証利率 借入枠金額に対して年 ％
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会社分割による組織再編

１．背景・目的

当社は、楽天グループのさらなる成長・発展、ひいては企業価値の最大化を実現するためには、

アカウンタビリティー（責務）をより明確化し、一層の経営効率化と全体最適視点での経営資源

の配分を図ることで、機動的かつ柔軟な意思決定と業務執行を可能とするグループ体制に移行す

ることが最適と考え、本組織再編を決定しました。

２．当社を承継会社とする会社分割について

会社分割の要旨

①会社分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議 年２月 日

吸収分割契約締結 年２月 日

効力発生日 年４月１日（予定）

②当該会社分割の方式

事業に係る会社分割

当社を承継会社とする吸収分割方式により、楽天銀行株式会社、楽天インシュアランスホール

ディングス株式会社、楽天証券株式会社、及び楽天投信投資顧問株式会社の株式を楽天株式会社

の完全子会社である当社が承継します（以下「本吸収分割Ⅰ」）。

当該会社分割の概要（本吸収分割Ⅰ）

①本吸収分割Ⅰの概要

（ア）本吸収分割Ⅰの方式

当社を承継会社とし、楽天株式会社を分割会社とする吸収分割方式です。

（イ）本吸収分割Ⅰに係る割当の内容

本吸収分割は、無対価分割とし、株式その他の金銭等の割当てを行いません。

（ウ）本吸収分割Ⅰにより減少する資本金

本吸収分割Ⅰによる当社の資本金の減少はありません。

（エ）承継会社が承継する権利義務

承継会社である当社は、本吸収分割Ⅰに係る分割契約に定める範囲において、楽天株式会社が本

吸収分割Ⅰに係る分割事業に関して有する本吸収分割Ⅰの効力発生日時点の資産・負債その他権

利義務を承継します。

②本吸収分割Ⅰの当事会社の概要（ 年 月 日）

分割会社 承継会社

商号 楽天株式会社 楽天カード株式会社

所在地 東京都世田谷区玉川一丁目 番１
号

東京都世田谷区玉川一丁目
番１号

代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長
三木谷 浩史

代表取締役社長
穂坂 雅之

事業内容 インターネットサービス等 クレジットカード事業等

資本金 百万円 百万円
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設立年月日 年２月７日 年 月６日

発行済株式数 株 株

決算期 月末日 月末日

大株主および持株比率 合 クリムゾングループ
三木谷 浩史 楽天㈱

３．当社を分割会社とする会社分割について

会社分割の要旨

①会社分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議 年２月 日

吸収分割契約締結 年２月 日

効力発生日 年４月１日（予定）

②当該会社分割の方式

仮想通貨事業に係る会社分割

当社を分割会社とする吸収分割方式により、当社が保有するみんなのビットコイン株式会社の株

式全部を楽天株式会社の完全子会社である株式会社スポットライトに承継させます（以下「本吸

収分割Ⅱ」）。なお、 年３月１日付で、みんなのビットコイン株式会社は楽天ウォレット株

式会社に商号変更予定です。

当該会社分割の概要（本吸収分割Ⅱ）

①本吸収分割Ⅱの概要

（ア）本吸収分割Ⅱの方式

当社を承継会社とし、楽天株式会社を分割会社とする吸収分割方式です。

（イ）本吸収分割Ⅱに係る割当の内容

本吸収分割は、無対価分割とし、株式その他の金銭等の割当てを行いません。

（ウ）本吸収分割Ⅱにより減少する資本金

本吸収分割Ⅱによる当社の資本金の減少はありません。

（エ）承継会社が承継する権利義務

承継会社である当社は、本吸収分割Ⅱに係る分割契約に定める範囲において、楽天株式会社が本

吸収分割Ⅱに係る分割事業に関して有する本吸収分割Ⅱの効力発生日時点の資産・負債その他権

利義務を承継します。

②本吸収分割Ⅱの当事会社の概要（ 年 月 日）

分割会社 承継会社

商号 楽天カード株式会社 株式会社スポットライト（注）

所在地 東京都世田谷区玉川一丁目
番１号 東京都渋谷区宇田川 番１号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 穂坂 雅之 代表取締役 池本 知矢

事業内容 クレジットカード事業等 来客促進サービスの開発及び
運営
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資本金 百万円 百万円

設立年月日 年 月６日 年５月 日

発行済株式数 株 株

決算期 月末日 月末日

大株主および持株比率 楽天㈱ 楽天㈱

（注） 年４月１日付で、楽天ペイメント株式会社（仮称）に商号変更予定です。
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